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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の板状ガラスが積層された積層体を準備する積層体準備工程と、
　前記積層体を研削液に浸漬させる浸漬工程と、
　大径の円筒状の外周研削砥石と小径の円筒状の内周研削砥石とが同軸に配置される一体
型コアドリルを軸を中心に回転させ、かつ前記積層体の積層方向に移動させることで、前
記積層体を円筒状に研削加工する研削工程と、
　を有することを特徴とする磁気ディスク用ガラス基板の製造方法であって、
該研削工程で、円筒状の内周研削砥石と積層体とが接触してなる内周研削面に研削液を供
給し、内周研削面から外周研削面に向かう研削液流を生成する、前記磁気ディスク用ガラ
ス基板の製造方法。
【請求項２】
　一体型コアドリルを上下方向に微振動させる、請求項１に記載の磁気ディスク用ガラス
基板の製造方法。
【請求項３】
　前記積層体を浸漬させる前記研削液を循環させる循環工程を有する、請求項１または２
に記載の磁気ディスク用ガラス基板の製造方法。
【請求項４】
　前記内周研削砥石の番手は、前記外周研削砥石の番手より大きい、請求項１～３のいず
れかに記載の磁気ディスク用ガラス基板の製造方法。
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【請求項５】
　前記内周研削砥石の番手は、１５０以上８００以下であり、前記外周研削砥石の番手は
、１２０以上６００以下である、請求項４に記載の磁気ディスク用ガラス基板の製造方法
。
【請求項６】
　前記研削工程の後、前記板状ガラス基板の端面を研磨する機械加工工程を有する、請求
項１～５のいずれかに記載の磁気ディスク用ガラス基板の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁気ディスク用ガラス基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、パーソナルコンピュータ、あるいはＤＶＤ（Digital　Versatile　Disc）記録装
置等には、データ記録のためにハードディスク装置(ＨＤＤ：Hard　Disk　Drive)が内蔵
されている。特に、ノート型パーソナルコンピュータ等の可搬性を前提とした機器に用い
られるハードディスク装置では、ガラス基板に磁性層が設けられた磁気ディスクが用いら
れ、磁気ディスクの面上を僅かに浮上させた磁気ヘッド（ＤＦＨ（Dynamic　Flying　Hei
ght)ヘッド)で磁性層に磁気記録情報が記録され、あるいは読み取られる。この磁気ディ
スクの基板として、金属基板（アルミニウム基板）等に比べて塑性変形し難い性質を持つ
ことから、ガラス基板が好適に用いられる。
【０００３】
　また、ハードディスク装置における記憶容量の増大の要請を受けて、磁気記録の高密度
化が図られている。例えば、磁性層における磁化方向を基板の面に対して垂直方向にする
垂直磁気記録方式を用いて、磁気記録情報エリアの微細化が行われている。これにより、
１枚のディスク基板における記憶容量を増大させることができる。さらに、記憶容量の一
層の増大化のために、磁気ヘッドの磁気記録面からの浮上距離を極めて短くすることによ
り、情報の記録再生の精度をより高める（Ｓ／Ｎ比を向上させる）ことも行われている。
このような磁気ディスクの基板においては、磁性層の磁化方向が基板面に対して略垂直方
向に向くように、磁性層が平らに形成される。このために、磁気ディスクの基板の表面凹
凸は可能な限り小さく作製されている。
【０００４】
　磁気ディスク用ガラス基板を作製する工程には、例えば、板状ガラスを円環状に成形す
るコアリング工程と、円環状の板状ガラスの内周端面と外周端面の面取りを行うチャンフ
ァリング工程と、内周端面と外周端面の鏡面仕上げを行うエッジポリッシング工程とが含
まれる。
　従来、コアリング工程においては、一枚一枚個別に行なっていたが（枚葉式加工）、複
数の板状ガラスを同時に研削加工することで複数の円環状の板状ガラスを一度に作製し、
これにより製造のタクトタイムを短縮するようにした加工方法が知られている（特許文献
１）。この従来の方法によれば、板状ガラスの積層体に対して、内径円筒刃と外径円筒刃
とが同軸に一体的に構成されたコアリングカッターを回転させつつ積層体の積層方向に移
動させることによって、積層体の内周面及び外周面を加工する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２８３６５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　ところで、近年、磁気ディスク用ガラス基板の内孔の真円度の更なる向上に対する要請
が高まっているが、これは以下の理由による。
　上述したように、ハードディスク装置用の磁気ディスクでは、垂直磁気記録方式を用い
た磁気記録情報エリアの微細化が行われており、１ビットの記録に用いる領域（磁区）の
幅が極めて狭く、また磁気ディスクの内孔から外縁に向けて同心円状に形成されている複
数のトラック（記憶領域）の幅も極めて狭くなってきている。そのため、ハードディスク
装置内で磁気ディスクの内孔がスピンドルに取り付けられたときに内孔とスピンドルの間
の遊びが大きいと、隣接するトラック間で読み取り誤り（いわゆるＴＭＲ：Track　Miss-
Read）が生ずる虞がある。よって、磁気ディスク用ガラス基板の内孔の真円度として、例
えば２μｍ以下という高い精度が求められてきている。
【０００７】
　その一方で、磁気ディスク用ガラス基板の内孔の真円度として、例えば２μｍ以下とい
う高い精度の真円度を実現するためには、コアリング工程（研削工程）において高精度で
研削加工を行うことが必要であるが、これは以下の理由による。
　すなわち、コアリング工程において成形された内孔の真円度が良好でない場合には、後
のチャンファリング工程において例えば研削砥石の砥粒を粗いものにする等して取り代を
大きくしなければならないが、チャンファリング工程での取り代を大きくすると内周端面
にクラックが入りやすい。そこで、チャンファリング工程において内周端面の取り代を小
さくしてクラックを極力生じさせないようにするため、その前工程であるコアリング工程
において高精度で研削加工を行うことが求められているのである。なお、チャンファリン
グ工程においては、総型砥石を用いた端部形状加工、すなわち、端面および面取り面の研
削を同時に行うことで、内径・外径の寸法あわせと面取り面の形成を行うことが一般的に
知られている。
【０００８】
　ここで、ハードディスクが組み込まれた機器を落下させると、磁気ディスクが内周部か
ら破壊されやすいということが明らかになってきており、内周部のクラックをできるだけ
存在させないことにより一定の強度を保つ必要がある。
　また、上述した磁気ディスク用ガラス基板に対するクラックの低減は、ハードディスク
装置の落下試験における強度を所要の強度を確保することだけでなく、磁気ディスクのよ
り一層の高密度記録化を図る近年の以下の技術からも要請されている。
【０００９】
　すなわち、近年、磁気ディスクのより一層の高密度記録化を図ることを目的として、Ｆ
ｅ－Ｐｔ系、Ｃｏ－Ｐｔ系等の磁気異方性エネルギーが高い磁性材料（高Ｋｕ磁性材料）
を使用することが検討されている。高密度記録化のために磁性粒子の粒径を小さくする必
要があるが、一方で、粒径が小さくなると、熱揺らぎによる磁気特性の劣化が問題となる
。高Ｋｕ磁性材料は熱揺らぎの影響を受けにくいため、高密度記録化に寄与すると期待さ
れている。
　しかし上記高Ｋｕ磁性材料は、高Ｋｕを実現するために特定の結晶配向状態を得る必要
があり、そのため、高温での成膜、あるいは成膜後に高温で熱処理を行う必要がある。そ
こで、これらの高Ｋｕ磁性材料からなる磁気記録層を形成するためには、ガラス基板には
上記高温処理に耐え得る高い耐熱性、即ち高いガラス転移温度（例えば摂氏６００～７０
０度）を有することが求められる。ここで、ガラス基板の端面にクラックが生じていた場
合には、上記熱処理の過程でクラックが進行し、目標とする強度を確保できない可能性が
ある。そこで、高Ｋｕ磁性材料を使用して高密度記録化を図ることの前提として、従来よ
りも一層のクラックの低減が求められている。
【００１０】
　磁気ディスク用ガラス基板に対するクラックの低減のために、高精度でコアリング工程
を行うことが求められているのは上述したとおりである。ここで、上記特許文献１に開示
されている研削装置では、板状ガラスの積層体の外周研削面に研削液（クーラント）が均
一に供給されにくい。そのため、研削面においてクーラントが供給されやすい部分とクー
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ラントが供給されにくい部分とで、研削抵抗及びガラススラッジの排出度合いが不均一に
なることで外周研削面の研削度合いが不均一となり、加工後の外周研削面の真円度が低下
する。
　なお、以下の説明において、外周研削面とは、研削刃によって研削中あるいは研削済み
（加工後）の円筒状の板状ガラスの積層体の外周側の面、もしくは積層体を形成する個々
の円環状ガラスの外周側の面を意味する。内周研削面とは、研削刃によって研削中あるい
は研削済み（加工後）の円筒状の板状ガラスの積層体の内周側の面、もしくは積層体を形
成する個々の円環状ガラスの内周側の面を意味する。
【００１１】
　また、板状ガラスの積層体に対して、内径円筒刃と外径円筒刃とが同軸に一体的に構成
されたコアリングカッターを回転させつつ積層体の積層方向に移動させる場合、コアリン
グカッターが積層体の積層方向に進行するに伴って、研削位置（コアリングカッターの先
端）への研削液の供給が不足し、加工精度が悪化しやすい。これは、研削液の供給地点と
研削位置の距離が離れてしまうこと、及び、研削液の供給路（コアリングカッターの刃と
積層体の研削面との間の領域）が狭いことによるものであり、上記距離が離れるほど板状
ガラスの真円度が悪化する傾向がある。
【００１２】
　コアリング工程における研削加工後の外周研削面の真円度が良好でない場合、内周研削
面との同心度を向上させづらくなる。加工後の外周研削面の真円度が良好でない場合、外
周研削面と内周研削面との同心度の精度を高めつつ、外周研削面の真円度を向上させるた
め、後のチャンファリング工程において内外周研削面の取り代を大きくしなければならな
い。特に、チャンファリング工程で内周研削面の取り代を大きくすると内周端面にクラッ
クが入りやすい。そこで、チャンファリング工程における取り代を小さくしてクラックを
極力生じさせないようにするため、その前工程であるコアリング工程において高精度で研
削加工を行うことが求められる。また、近年、ハードディスクにおける磁気ディスクの回
転速度が高回転となる中、外周研削面の真円度が良好でない場合、フラッタリングが発生
するという問題もある。
【００１３】
　そこで、本発明は、複数の板状ガラスが積層された積層体から複数の磁気ディスク用ガ
ラス基板を作製するときに、外周研削面の真円度を所要のレベルまで向上させることを可
能とする磁気ディスク用ガラス基板の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するため、第１の観点の磁気ディスク用ガラス基板の製造方法は、複数
の板状ガラスが積層された積層体を準備する積層体準備工程と、前記積層体を研削液に浸
漬させる浸漬工程と、大径の円筒状の外周研削砥石と小径の円筒状の内周研削砥石とが同
軸に配置される一体型コアドリルを軸を中心に回転させ、かつ前記積層体の積層方向に移
動させることで、前記積層体を円筒状に研削加工する研削工程と、を有することを特徴と
する。
【００１５】
　上記課題を解決するため、第２の観点の磁気ディスク用ガラス基板の製造方法は、複数
の板状ガラスが積層された積層体を準備する積層体準備工程と、前記積層体を研削液に浸
漬させる浸漬工程と、大径の円筒状の外周研削砥石と小径の円筒状の内周研削砥石とが同
軸に配置される一体型コアドリルを軸を中心に回転させ、かつ、前記内周研削砥石と前記
板状ガラスとが接触してなる内周研削面に研削液を供給しつつ、前記積層体の積層方向に
移動させることで、前記積層体を円筒状に研削加工する研削工程と、を有する。
【００１６】
　また、前記積層体を浸漬させる前記研削液を循環させる循環工程を有することが好まし
い。
【００１７】
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　また、前記内周研削砥石の番手は、前記外周研削砥石の番手より大きいことが好ましい
。
【００１８】
　また、前記内周研削砥石の番手は、１５０以上８００以下であり、前記外周研削砥石の
番手は、１２０以上６００以下であることが好ましい。
【００１９】
　また、前記研削工程の後、前記板状ガラス基板の端面を研磨する機械加工工程を有する
ことが好ましい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の磁気ディスク用ガラス基板の製造方法によれば、複数の板状ガラスが積層され
た積層体から複数の磁気ディスク用ガラス基板を作成するときに、外周研削面の真円度を
所要のレベルまで向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】複数の板状ガラスと接着剤が積層された積層体の断面の一例を示す図である。
【図２】実施形態の浸漬工程の一例を示す図である。
【図３】実施形態のコアリング工程において板状ガラスの積層体を研削加工するときの研
削装置の一例を示す図である。
【図４】実施形態のコアリング工程で使用される一体型コアドリルの一例の断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本実施形態の磁気ディスク用ガラス基板の製造方法について詳細に説明する。
【００２３】
［磁気ディスク用ガラス基板］
　本実施形態における磁気ディスク用ガラス基板の材料として、アルミノシリケートガラ
ス、ソーダライムガラス、ボロシリケートガラスなどを用いることができる。特に、化学
強化を施すことができ、また主表面の平坦度及び基板の強度において優れた磁気ディスク
用ガラス基板を作製することができるという点で、アルミノシリケートガラスを好適に用
いることができる。
【００２４】
　本実施形態の磁気ディスク用ガラス基板の組成を限定するものではないが、好ましいガ
ラス基板の組成は以下のとおりである。
　例えば、本実施形態のガラス基板は好ましくは、ＳｉＯ２：５８～７５重量％、Ａｌ２

Ｏ３：５～２３重量％、Ｌｉ２Ｏ：３～１０重量％、Ｎａ２Ｏ：４～１３重量％を主成分
として含むガラスである。
【００２５】
　本実施形態のガラス基板は特に好ましくは、ＳｉＯ２：６２～７５重量％、Ａｌ２Ｏ３

：５～１５重量％、Ｌｉ２Ｏ：４～１０重量％、Ｎａ２Ｏ：４～１２重量％、ＺｒＯ２：
５．５～１５重量％を主成分として含有するとともに、Ｎａ２Ｏ／ＺｒＯ２の重量比が０
．５～２．０、Ａｌ２Ｏ３／ＺｒＯ２の重量比が０．４～２．５であるアルミノシリケー
トガラスである。
【００２６】
　また、別の好適なガラスとしては、重量％で表して、ＳｉＯ２：６１～７０％、Ａｌ２

Ｏ３：９～１８％、Ｌｉ２Ｏ：２～３．９％、Ｎａ２Ｏ：６～１３％、Ｋ２Ｏ：０～５％
、Ｒ２Ｏ：１０～１６％、（ただし、Ｒ２Ｏ＝Ｌｉ２Ｏ＋Ｎａ２Ｏ＋Ｋ２Ｏ）、ＭｇＯ：
０～３．５％、ＣａＯ：１～７％、ＳｒＯ：０～２％、ＢａＯ：０～２％、ＲＯ：２～１
０％、（ただし、ＲＯ＝ＭｇＯ＋ＣａＯ＋ＳｒＯ＋ＢａＯ）、ＴｉＯ２：０～２％、Ｃｅ
Ｏ２：０～２％、Ｆｅ２Ｏ３：０～２％、ＭｎＯ：０～１％、ＴｉＯ２＋ＣｅＯ２＋Ｆｅ
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２Ｏ３＋ＭｎＯ＝０．０１～３％を含有するアルミノシリケートガラスを挙げることがで
きる。
【００２７】
　本実施形態における磁気ディスク用ガラス基板は、円環状の薄板のガラス基板である。
磁気ディスク用ガラス基板のサイズは問わないが、例えば、公称直径２．５インチ、ある
いは更に小径（例えば１インチ）の磁気ディスク用ガラス基板として好適である。
【００２８】
［磁気ディスク用ガラス基板の製造方法］
　以下、本実施形態の磁気ディスク用ガラス基板の製造方法について、工程毎に説明する
。ただし、各工程の順番は適宜入れ替えてもよい。
【００２９】
（１）フロート法による板状ガラスの成形およびラッピング工程
　フロート法による板状ガラスの成形工程では、錫などの溶融金属の満たされた浴槽内に
、例えば上述した組成の溶融ガラスを連続的に流し入れることで板状ガラスを得る。溶融
ガラスは厳密な温度操作が施された浴槽内で進行方向に沿って流れ、最終的に所望の厚さ
、幅に調整された板状ガラスが形成される。この板状ガラスから、磁気ディスク用ガラス
基板の元となる所定形状の板状ガラスが切り出される。浴槽内の溶融錫の表面は水平であ
るために、フロート法により得られる板状ガラスは、その表面の平坦度が十分に高いもの
となる。上記方法により得られる板状ガラスの厚さは、０．６～１．４ｍｍであり、その
表面粗さＲａ（算術平均粗さ）が０．０１μｍ以下である。
　なお、板状ガラスは、フロート法に限らず、プレス成形、ダウンドロー法、リドロー法
、フュージョン法などの公知の製造方法を用いて製造することができる。
【００３０】
　次に、所定形状に切り出された板状ガラスの両主表面に対して、必要に応じて、アルミ
ナ系遊離砥粒を用いたラッピング加工を行う。具体的には、板状ガラスの両面に上下から
ラップ定盤を押圧させ、遊離砥粒を含む研削液（スラリー）を板状ガラスの主表面上に供
給し、これらを相対的に移動させてラッピング加工を行う。なお、フロート法で板状ガラ
スを成形した場合には、成形後の主表面の粗さの精度が高いため、このラッピング加工を
省略してもよい。
【００３１】
（２）積層体準備工程
　（１）の工程で切り出された板状ガラスは、例えば、目標とする磁気ディスク用ガラス
基板のサイズよりも少し大きい所定の矩形形状（例えば、正方形）の板状ガラスである。
例えば、２．５インチの磁気ディスク用ガラス基板を作製する場合には、７５ｍｍ×７５
ｍｍの矩形形状の板状ガラスが切り出される。
【００３２】
　積層体準備工程では、２枚の板状ガラスの間に接着剤及び／またはスペーサを順次塗布
または貼付することによって、複数の板状ガラスが積層された積層体を準備する。この積
層体は、複数の板状ガラスを後述するコアリング工程にて一体的に加工するために作製さ
れる。また、この積層体は、コアリング工程後に行われるチャンファリング工程、エッジ
ポリッシング工程においても一体的に加工してもよい。
【００３３】
　ここで、図１を参照して、本実施形態の積層体の構成を説明する。図１は、本実施形態
の積層体の一例を示す断面図である。図１に示されるように、本実施形態の積層体５は、
複数の板状ガラス５ａと接着剤５ｂとが交互に積層されて構成される。積層体５は、板状
ガラス５ａ同士の間に接着剤５ｂを塗布または貼付して作製される。
【００３４】
　接着剤５ｂは、板状ガラス５ａ同士を接着または分離可能であれば如何なるものでも構
わない。例えば、紫外線硬化樹脂は、所定の波長の紫外線の照射で容易に固化するため接
着作業が容易である。また、紫外線硬化樹脂として、温水あるいは有機溶媒により接着し
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た板状ガラスを容易に剥離させることができるものが好ましい。接着剤としては紫外線硬
化樹脂のほか、ワックス、光硬化樹脂、可視光線硬化樹脂等も使用しうる。ワックスは、
所定の温度で軟化して液状になり常温で固形状となるので、接着・分離作業が容易である
。
　接着剤の代わりにスペーサを貼付する場合には、樹脂材料、繊維材料、ゴム材料、金属
材料、セラミック材料の薄厚のスペーサを使用しうる。接着剤またはスペーサの厚さは、
例えば０．０１～２ｍｍ程度である。
【００３５】
（３）浸漬工程
　浸漬工程は、積層体を研削液（クーラント）に浸漬させる工程である。以下、図２を参
照して、本実施形態の浸漬工程について説明する。図２は、本実施形態の浸漬工程の一例
を示す図である。図２に示されるように、浸漬容器４０は、積層体５を十分に浸漬させる
量のクーラント４２で満たされている。また、浸漬容器４０の底には、積層体５を載置す
る載置台３０が配置されている。本実施形態の浸漬工程において、積層体５が載置台３０
に載置され、クーラント４２に浸漬される。
　クーラント４２は、積層体とある程度長い時間接触し続けるため、積層体の接着剤を溶
解しないものが好ましい。例えば、アルキレングリコールやエタノールアミン等を含有す
る水溶性のものを使用することができる。例えば、ケミクール（登録商標）Ｃ－７９８Ｓ
等が挙げられる。
【００３６】
　ここで、浸漬容器４０には、供給口４４と排出口４６とが設けられている。供給口４４
は、浸漬容器４０にクーラント４２を供給する。排出口４６は、浸漬容器４０からクーラ
ント４２を排出する。
　排出口４６と供給口４４との間には、フィルタ４８とポンプ５０とが設けられている。
フィルタ４８は、後述するコアリング工程において生じるスラッジを除去する。また、ポ
ンプ５０は、排出口４６から排出されたクーラント４２を、供給口４４へと汲み上げる。
排出口４６、フィルタ４８、ポンプ５０、供給口４４の間は、それぞれ配管５２で接続さ
れている。
【００３７】
　排出口４６から排出されたクーラント４２は、フィルタ４８、ポンプ５０を介して、供
給口４４から浸漬容器４０に供給され、循環される。クーラント４２を循環することによ
り、後述するコアリング工程において生じるスラッジが浸漬容器４０の内部に滞留するの
を抑制することができる。
　なお、本実施形態では、排出口４６から排出されたクーラント４２を、フィルタ４８、
ポンプ５０を介して、供給口４４から浸漬容器４０に供給して循環する形態について説明
したが、クーラント４２を循環しない場合にも本発明を適用することができる。
【００３８】
（４）コアリング工程
　コアリング工程は、複数の板状ガラスが積層された積層体５を一体型コアドリルを用い
て研削加工して、内孔が形成された円環状板状ガラスの積層体とする工程である。以下、
図３および図４を参照して本実施形態のコアリング工程（研削工程）について説明する。
図３は、本実施形態のコアリング工程において、浸漬容器４０の中のクーラント４２に浸
漬された積層体５を研削加工するときの研削装置を示す図である。図４は、本実施形態の
コアリング工程で使用される一体型コアドリルの断面を示す図である。
【００３９】
　図３に示されるように、研削装置は、主装置１０と、シャフト１２と、一体型コアドリ
ル２０と、を備える。主装置１０は、一体型コアドリル２０を駆動する。また、主装置１
０は、一体型コアドリル２０の内部にクーラントを供給する。
　一体型コアドリル２０は全体として実質的に円筒形である。一体型コアドリル２０は、
例えば高剛性のステンレス材料のシャフト１２に支持されている。円筒形のシャフト１２
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は主装置１０に対して自転可能に支持されており、主装置１０内のスピンドルモータ（図
示せず）によって所望の回転数で回転駆動される。
【００４０】
　シャフト１２と一体型コアドリル２０は同心であり、シャフト１２の自転運動によって
一体型コアドリル２０は、軸心ブレがほとんど無い状態で高速回転することが可能である
。そのため、積層体５を、内孔を備えた円環状板状ガラスの積層体に高精度に研削加工す
ることができるとともに、一体型コアドリル２０の先端が積層体５の表面に当接する加工
初期段階において積層体５の表面のガラスが破損することがない。
【００４１】
　図３に示されるように、浸漬工程において載置台３０に載置された積層体５の上方に、
一体型コアドリル２０が配置される。なお、図示していないが、載置台３０は、研削加工
中において積層体５が載置台３０の載置面上で横方向に変位することが無いように、積層
体５に対するストッパを設けておくことが好ましい。
　本実施形態の研削装置は、図示しないサーボ機構によって主装置１０を昇降させること
が可能であり、これにより、一体型コアドリル２０、シャフト１２を一体的に昇降させる
ことが可能となっている。
【００４２】
　ここで、図４に示されるように、一体型コアドリル２０は、大径の円筒状の外周研削砥
石２０ａと、小径の円筒状の内周研削砥石２０ｂとが同軸に配置されている。
　また、図３に示されるように、積層体５を載置する載置台３０には、外周研削砥石逃が
し用溝３０ａと内周研削砥石逃がし用溝３０ｂとが設けられている。外周研削砥石逃がし
用溝３０ａ、内周研削砥石逃がし用溝３０ｂは、一体型コアドリル２０の外周研削砥石２
０ａ、内周研削砥石２０ｂが載置台３０の載置面に衝突することを防止するための溝であ
る。
【００４３】
　また、図３に示されるように、シャフト１２の内部にはクーラント供給管１７が設置さ
れている。クーラント供給管１７の先端のノズル１７ａにより、一体型コアドリル２０の
内周研削砥石２０ｂと積層体５とが接触してなる内周研削面にクーラントが供給される。
なお、本実施形態の製造方法では、研削加工中に一体型コアドリル２０と積層体５がクー
ラント中に浸漬されており、周囲のクーラントによって内周研削面に対してある程度クー
ラントが供給されるため、クーラント供給管１７によるクーラント供給は必須ではない。
【００４４】
　本実施形態のコアリング工程では、図３に示される研削装置を用いて以下のとおり積層
体５に対する研削加工が行われる。
　先ず図３に示されるように、浸漬工程において載置台３０に載置された積層体５の上方
に、一体型コアドリル２０を配置する。次に、主装置１０を下降させつつ、シャフト１２
を回転させる。シャフト１２の回転速度は、例えば１５００～１５０００ｒｐｍ程度であ
る。これにより、一体型コアドリル２０を、シャフト１２の中心軸回りに回転させつつ、
積層体５の積層方向に（つまり、下方に）移動させる。
【００４５】
　一体型コアドリル２０の下降は、一体型コアドリル２０が載置台３０の外周研削砥石逃
がし用溝３０ａおよび内周研削砥石逃がし用溝３０ｂに当接するまで行われる。一体型コ
アドリル２０による積層体５の研削加工中には、供給口４４から浸漬容器４０にクーラン
ト４２を供給すると共に、クーラント供給管１７のノズル１７ａから内周研削面にクーラ
ント４２を供給する。こうすることで、内周研削面から外周研削面に向かうクーラントの
流れを作ることができるため、加工の進行によって一体型コアドリル２０の内周研削砥石
及び外周研削砥石の先端が積層体の内部に進行した状態においても、研削によって生じる
スラッジの排出及び研削部位の冷却をクーラント流によって良好に維持することが可能と
なり、加工後の積層体を構成する個々の板状ガラスの内周研削面及び外周研削面の真円度
の悪化を防止することが可能となる。
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【００４６】
　一体型コアドリル２０による積層体５の研削加工中において、クーラントを外周研削面
と内周研削面に十分に浸透させるため、一定量加工が進行する度に少し（例えば数１００
μｍ程度）一体型コアドリル２０を上昇させてクーラントを積層体５の研削面（特に内周
研削面）に引き込み、再度加工を進行させてもよい。また、研削加工効率を上げるために
、研削加工中において一体型コアドリル２０を上下方向に超音波振動子（図示せず）によ
り微振動させることが好ましい。超音波振動の一例としては、周波数が２０ｋＨｚ、振幅
が５～７μｍ程度である。
【００４７】
　ここで、本実施形態の一体型コアドリル２０の外周研削砥石２０ａおよび内周研削砥石
２０ｂについてさらに説明する。
　外周研削砥石２０ａおよび内周研削砥石２０ｂは、例えば、砥粒としてダイヤモンド、
結合材として青銅または鋳鉄を含むメタルボンド砥石であるが、これに限られない。メタ
ルボンド砥石に限らず、樹脂を基礎とした結合材を含むレジンボンド砥石、セラミックス
質（ガラス質）の結合材を含むビドリファイドボンド砥石、電解めっきを利用した電着ボ
ンド砥石でもよい。外周研削砥石２０ａの先端の厚さは１～１０ｍｍであり、内周研削砥
石２０ｂの先端の厚さは１～１０ｍｍである。
【００４８】
　本実施形態の一体型コアドリル２０において、内周研削砥石２０ｂの番手は、外周研削
砥石２０ａの番手と実質的に同一か、あるいはそれよりも大きく設定することが好ましい
。なお、内周研削砥石２０ｂの番手は、外周研削砥石２０ａの番手よりも大きく設定する
となお好ましい。つまり、内周研削砥石の砥粒は、外周研削砥石の砥粒と実質的に同一か
、あるいはそれよりも細かくすることが好ましい。
　内周研削砥石の番手の範囲は、その下限値が磁気ディスク用ガラス基板の内孔の真円度
の要求仕様に基づいて決定され、その上限値が加工時間（加工のタクトタイム）によって
決定される。例えば、磁気ディスク用ガラス基板の内孔の真円度として、２μｍ以下とい
う高い精度の真円度を実現するためには、コアリング工程において上記真円度に極力近付
けた表面粗さにしておくことが必要である。後のチャンファリング工程において内周端面
の取り代を小さくしてクラックを極力生じさせないようにするためである。かかる観点か
ら内周研削砥石の番手は１５０以上とすることが好ましい。また、コアリング工程全体の
加工時間の制約から内周研削砥石の番手は８００以下とすることが好ましい。
　なお、内周研削砥石の砥粒を細かくすることによって積層体５の内周研削面の方が外周
研削面よりも研削抵抗が大きくなるが、内周研削面は加工長が短いため研削抵抗の増大は
問題となるレベルにはならない。
【００４９】
　一方、外周研削砥石の番手の範囲は、全体的に内周研削砥石よりも砥粒が粗いものでよ
いが、磁気ディスク用ガラス基板として内周と外周の目標となる同心度（例えば、５μｍ
以下）を実現するため、１２０以上とすることが好ましい。また、外周研削面は加工長が
長いため研削抵抗の増大によって研削加工に支障を来たさないように、外周研削砥石の番
手は６００以下とすることが好ましい。
【００５０】
　本実施形態の一体型コアドリル２０では、内周研削砥石２０ｂの先端が、外周研削砥石
２０ａの先端より突出していることが好ましい。これにより、外周部よりも内周部を先に
加工することとなり、加工軸が安定しやすくなる。
【００５１】
　本実施形態のコアリング工程では、浸漬容器４０に満たされたクーラント４２に積層体
５が浸漬された状態で、積層体５が研削加工される。そのため、研削加工中に外周研削面
と外周研削砥石２０ａとの間に、クーラント４２が均一に供給される。これにより、従来
と比べて、外周研削面の周上においてより均一にスラッジが除去され、外周研削面におけ
る研削度合いがより均一となり、積層体５を構成する個々の板状ガラスの外周研削面の真
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円度が向上する。
【００５２】
（５）チャンファリング工程
　コアリング工程の後、端部（外周端面及び内周端面）に面取り面を形成するチャンファ
リング工程が行われる。チャンファリング工程では、コアリング工程によって円筒状に加
工された積層体の外周面および内周面に対して、例えば、ダイヤモンド砥粒を用いたメタ
ルボンド砥石等によって面取りが施される。
【００５３】
（６）端面研磨工程（機械加工工程）
　次に、円環状板状ガラスの端面研磨（エッジポリッシング）が行われる。
　端面研磨では、円環状板状ガラスの内周端面及び外周端面をブラシ研磨により鏡面仕上
げを行う。このとき、酸化セリウム等の微粒子を遊離砥粒として含むスラリーが用いられ
る。端面研磨を行うことにより、円環状板状ガラスの端面での塵等が付着した汚染、ダメ
ージあるいはキズ等の損傷の除去を行うことにより、サーマルアスペリティの発生の防止
や、ナトリウムやカリウム等のコロージョンの原因となるイオン析出の発生を防止するこ
とができる。
【００５４】
（７）積層体分離工程
　コアリング工程、チャンファリング工程及びエッジポリッシング工程により積層体５が
加工され、その後、積層体５を１枚ごとの円環状板状ガラスに分離するための積層体分離
工程が行われる。例えば、接着剤５ｂの種類によっては、積層体を温水（摂氏８０～９０
度）に浸漬させることで接着剤５ｂが軟化し、積層体５を１枚ごとの円環状板状ガラスに
分離することができる。
【００５５】
（８）固定砥粒による研削工程
　固定砥粒による研削工程では、両面研削装置を用いて円環状板状ガラスの主表面に対し
て研削加工を行う。研削による取り代は、例えば数μｍ～１００μｍ程度である。両面研
削装置は、上下一対の定盤（上定盤および下定盤）を有しており、上定盤および下定盤の
間に円環状板状ガラスが狭持される。そして、上定盤または下定盤のいずれか一方、また
は、双方を移動操作することにより、円環状板状ガラスと各定盤とを相対的に移動させる
ことで、この円環状板状ガラスの両主表面を研削することができる。
【００５６】
（９）第１研磨（主表面研磨）工程
　次に、研削された円環状板状ガラスの主表面に第１研磨が施される。第１研磨による取
り代は、例えば数μｍ～５０μｍ程度である。第１研磨は、固定砥粒による研削により主
表面に残留したキズ、歪みの除去を目的とする。第１研磨では例えば、固定砥粒による研
削工程で用いた両面研削装置を用いる。このとき、固定砥粒による研削と異なる点は、研
削パッドの代わりにスラリーに混濁した遊離砥粒を用いることと、樹脂ポリッシャを用い
ることである。
　第１研磨に用いる遊離砥粒として、例えば、スラリーに混濁させた酸化セリウム等の微
粒子（粒子サイズ：直径１～２μｍ程度）が用いられる。
【００５７】
（１０）化学強化工程
　次に、第１研磨後の円環状板状ガラスは化学強化される。
　化学強化液として、例えば硝酸カリウム（６０重量％）と硫酸ナトリウム（４０重量％
）の混合液等を用いることができる。化学強化では、化学強化液が、例えば３００℃～４
００℃に加熱され、洗浄した円環状板状ガラスが、例えば２００℃～３００℃に予熱され
た後、円環状板状ガラスが化学強化液中に、例えば３時間～４時間浸漬される。この浸漬
の際には、円環状板状ガラスの両主表面全体が化学強化されるように、複数の円環状板状
ガラスが端面で保持されるように、ホルダに収納した状態で行うことが好ましい。
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　このように、円環状板状ガラスを化学強化液に浸漬することによって、円環状板状ガラ
スの表層のリチウムイオン及びナトリウムイオンが、化学強化液中のイオン半径が相対的
に大きいナトリウムイオン及びカリウムイオンにそれぞれ置換され、円環状板状ガラスが
強化される。なお、化学強化処理された円環状板状ガラスは洗浄される。例えば、硫酸で
洗浄された後に、純水、ＩＰＡ（イソプロピルアルコール）等で洗浄される。
【００５８】
（１１）第２研磨（最終研磨）工程
　次に、化学強化されて十分に洗浄された円環状板状ガラスに第２研磨が施される。第２
研磨による取り代は、例えば１μｍ程度である。第２研磨は、主表面の鏡面研磨を目的と
する。第２研磨では例えば、固定砥粒による研削および第１研磨で用いた両面研削装置を
用いる。このとき、第１研磨と異なる点は、遊離砥粒の種類及び粒子サイズが異なること
と、樹脂ポリッシャの硬度が異なることである。
　第２研磨に用いる遊離砥粒として、例えば、スラリーに混濁させたコロイダルシリカ等
の微粒子（粒子サイズ：例えば、直径０．０１～０．１μｍ）が用いられる。
　研磨された円環状板状ガラスを中性洗剤、純水、ＩＰＡ等を用いて洗浄することで、磁
気ディスク用ガラス基板が得られる。
【００５９】
［磁気ディスク］
　磁気ディスクは、磁気ディスク用ガラス基板（以下、ガラス基板）を用いて以下のよう
にして得られる。
　磁気ディスクは、例えばガラス基板の主表面上に、主表面に近いほうから順に、少なく
とも付着層、下地層、磁性層（磁気記録層）、保護層、潤滑層が積層された構成になって
いる。
　例えば基板を真空引きを行った成膜装置内に導入し、ＤＣマグネトロンスパッタリング
法にてＡｒ雰囲気中で、基板主表面上に付着層から磁性層まで順次成膜する。付着層とし
ては例えばＣｒＴｉ、下地層としては例えばＣｒＲｕを用いることができる。上記成膜後
、例えばＣＶＤ法によりＣ２Ｈ４を用いて保護層を成膜し、同一チャンバ内で、表面に窒
素を導入する窒化処理を行うことにより、磁気記録媒体を形成することができる。その後
、例えばＰＦＰＥ（ポリフルオロポリエーテル）をディップコート法により保護層上に塗
布することにより、潤滑層を形成することができる。
【実施例】
【００６０】
　以下に、本発明を実施例によりさらに説明する。但し、本発明は実施例に示す態様に限
定されるものではない。
【００６１】
（１）溶融ガラスの作製
　以下の組成のガラスが得られるように原料を秤量し、混合して調合原料とした。この原
料を熔融容器に投入して加熱、熔融し、清澄、攪拌して泡、未熔解物を含まない均質な熔
融ガラスを作製した。得られたガラス中には泡や未熔解物、結晶の析出、熔融容器を構成
する耐火物や白金の混入物は認められなかった。
［ガラスの組成］
　ＳｉＯ２：５８～７５重量％、Ａｌ２Ｏ３：５～２３重量％、Ｌｉ２Ｏ：３～１０重量
％、Ｎａ２Ｏ：４～１３重量％を主成分として含むガラス
【００６２】
（２）積層体の作製
　錫を含む溶融金属の満たされた浴槽内に、上述した組成の溶融ガラスを連続的に流し入
れるフロート法により厚さ１．０ｍｍの板状ガラスを得た。この板状ガラスの表面粗さＲ
ａは厚さ０．０１μｍであった。この板状ガラスを切り出し、切り出した板状ガラスを、
その表面に接着剤としての可視光線硬化樹脂材を均一に塗布した上で積層して積層体を作
製した。さらに積層体を両面から圧縮させながら可視光線を照射させて樹脂材を硬化させ
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、積層された板状ガラスが分離しないようにした。
［実施例の積層体］
　・板状ガラスの大きさ：７５ｍｍ×７５ｍｍ
　・積層枚数：２５枚
　・接着剤：可視光線硬化樹脂材（株式会社アーデル、クリアプレスト（登録商標）ＣＰ
４０２２）
　・接着層の厚さ：３０μｍ
【００６３】
（３）積層体の浸漬
　図２を参照して説明したように、浸漬容器内に満たされたクーラント（ケミクール（登
録商標）Ｃ－７９８Ｓ）に積層体を浸漬させた。また、供給口から毎分２０リットルの量
のクーラントを浸漬容器に供給し、クーラントを循環させた。フィルタは、バッグフィル
タを使用した。
【００６４】
（４）積層体の加工
　図３に示した配置のとおり積層体を浸漬容器内で載置台上に固定し、コアリングの研削
加工を行った。このときの一体型コアドリルの回転速度を５０００ｒｐｍとし、上下方向
に超音波振動（２０ｋＨｚ，振幅５～７μｍ）させながら研削加工を行い、２．５インチ
の円環状板状ガラス（内孔の径φ２０ｍｍ、外径φ６５ｍｍ）を作製した。
　研削加工中において、内周研削面には毎分１７リットルの量のクーラントを供給した。
また、外周研削砥石および内周研削砥石は、ダイヤモンド砥粒を用いたメタルボンド砥石
（結合材：鋳鉄）とした。内周研削砥石の番手は６００とし、外周研削砥石の番手は３０
０とした。なお、各研削砥石（研削ドリル）の厚みは、ともに２ｍｍとした。
【００６５】
　コアリングの研削加工の後、積層体を浸漬容器から取り出し、円筒状に加工された積層
体の外周面および内周面に対して、ダイヤモンド砥粒を用いた電着砥石を用いたチャンフ
ァリング加工によって面取りを施した。このときの砥石の番手は８００とした。
【００６６】
（５）積層体分離および端面研磨
　次に、円筒状の積層体を温水（摂氏８０～９０度）に浸漬させて複数の円環状板状ガラ
スに分離した。このとき、各円環状板状ガラスの表面に異常は見られなかった。その後、
酸化セリウムの微粒子を遊離砥粒として含むスラリーが用いて、円環状板状ガラスの内周
端面および外周端面をブラシ研磨により鏡面仕上げを行ってガラス基板を得た。
【００６７】
（６）真円度及びクラックの評価
　コアリングの研削加工の後、一部のサンプルについて、チャンファリング加工を行わず
に複数の円環状板状ガラスに分離した。これにより得られた円環状板状ガラスを実施例１
の円環状板状ガラスとする。
　また、クーラントに積層体を浸漬させず、例えば、２本のクーラント供給ノズルからク
ーラントを供給しながらコアリングの研削加工を行い、チャンファリング加工を行わずに
複数の円環状板状ガラスに分離した。これにより得られた円環状板状ガラスを比較例１の
円環状板状ガラスとする。
【００６８】
　実施例１と比較例１の円環状板状ガラスの外周の真円度を測定すると、実施例１の外周
の真円度は１．３μｍであり、比較例１の外周の真円度は６．０μｍであった。これより
、実施例１のようにクーラントに積層体を浸漬させたままコアリングの研削加工を行うこ
とにより、コアリングの研削加工終了時における外周の真円度が向上することが分かる。
【００６９】
　また、上記（１）～（５）の工程により得られたガラス基板の内周の真円度を測定する
とともに、ガラス基板の内周端面のクラックの有無についてレーザー顕微鏡により観測し



(13) JP 5902914 B2 2016.4.13

10

20

30

40

た。上記（１）～（５）の工程により得られたガラス基板を実施例２のガラス基板とする
。
　実施例２のガラス基板の内周の真円度は１．４μｍであった。また、実施例２のガラス
基板の内周端面をレーザー顕微鏡により観測した結果、クラックは観測されなかった。こ
のように、本実施例によれば、クラックを発生させることなく、目標の真円度（２μｍ）
を達成させることができた。
【００７０】
　さらに、浸漬容器内でのコアリングによる研削加工条件を、実施例１とは異なる研削砥
石の番手とした実施例３及び実施例４の円環状板状ガラスを作製した、具体的には、実施
例３では、内周研削砥石の番手は６００とし、外周研削砥石の番手は６００とした。実施
例４では、内周研削砥石の番手は６００とし、外周研削砥石の番手は８００とした。その
後、円環状板状ガラスの外周の真円度（２５枚における真円度の最大値）を測定すると、
実施例３の外周の真円度は２．２μｍであり、実施例４の外周の真円度は４．５μｍであ
った。実施例３や実施例４の外周の真円度が実施例１のそれよりも大きくなったのは、外
周研削砥石の番手が内周研削砥石の番手と同じか大きく、加工長が長い外周研削面におけ
る研削抵抗が増大したためであると推測される。
【００７１】
　以上、本発明の磁気ディスク用ガラス基板の製造方法について詳細に説明したが、本発
明は上記実施形態に限定されず、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々の改良や
変更をしてもよいのは勿論である。
【符号の説明】
【００７２】
　５　積層体
　５ａ　板状ガラス
　５ｂ　接着剤
　１０　主装置
　１２　シャフト
　１７　クーラント供給管
　１７ａ　ノズル
　２０　一体型コアドリル
　２０ａ　外周研削砥石
　２０ｂ　内周研削砥石
　３０　載置台
　３０ａ　外周研削砥石逃がし用溝
　３０ｂ　内周研削砥石逃がし用溝
　４０　浸漬容器
　４２　クーラント
　４４　供給口
　４６　排出口
　４８　フィルタ
　５０　ポンプ
　５２　配管
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